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【参考】法令等に定める土地利用に関する基準(第６条関係) 

第１ 土地利用事業の基準 

  土地利用事業の基準は、次に掲げる一般基準及び個別基準とする。 

第２ 一般基準 （立地基準） 

 土地利用事業の一般基準は、次に掲げるとおりとする。 

１ 土地利用事業は、国土利用に関する浜松市の計画、静岡県土地利用基本計画の趣旨に沿って

立地されるものであって、次に掲げる地域ごとの基準に適合するものであること。 

 (1) 都市地域 

  ア 市街化区域 

    市街地としての適正な土地利用を図る土地利用事業以外の土地利用事業の施行は、認め

ないものとする。 

  イ 市街化調整区域 

   別に定めがある場合を除き、土地利用事業の施行は、認めないものとする。 

 (2) 農業地域 

  ア 農用地区域 

   土地利用事業の施行は、原則として認めないものとする。 

 (3) 森林地域 

  ア 保安林及び保安施設地区 

   土地利用事業の施行は、原則として認めないものとする。 

  イ ア以外の森林地区 

   土地利用事業の施行は、次に掲げる森林の区域を原則として含めないものとする。 

  （ア） 浜松市森林整備計画において、樹根及び表土の保全に特に留意すべきものとして定

められている森林 

  （イ） 飲用水、かんがい用水等の水源として依存度の高い森林 

  （ウ） 浜松市森林整備計画において、自然環境の保全及び形成並びに保健休養のため伐採

方法を特定する必要があるものとして定められている森林、生活環境の保全及び形成の

ため伐採方法を特定する必要があるものとして定められている森林又は特に保健保全

機能を高度に発揮させる必要があるものとして定められている森林 

  （エ） 浜松市森林整備計画において更新を確保するため伐採方法又は林産物の搬出方法を

特定する必要があるものとして定められている森林 

  （オ） 優良人工造林地又はこれに準ずる天然林 

 (4) 自然公園地域 

  ア 特別保護地区 

   土地利用事業の施行は、認めないものとする。 

  イ 特別地域 

  （ア） 第１種特別地域 

     土地利用事業は、認めないものとする。ただし、公園事業、学術研究その他公益上必

要と認められるもの（風致景観に著しい支障がある場合を除く）にあっては、この限り
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でない。 

  （イ） （ア）以外の特別地域 

    土地利用事業の施行は、原則として認めないものとする。 

 (5) 自然保全地域 

  ア 原生自然環境保全地域 

   土地利用事業の施行は、認めないものとする。 

  イ 特別地区 

   土地利用事業の施行は、認めないものとする。 

 (6) ５地域のうち前各号に掲げる地域以外の地域 

   国土利用に関する浜松市の計画、静岡県土地利用基本計画の趣旨に沿った土地利用事業以

外の土地利用事業の施行は、原則として認めないものとする。 

 (7) ５地域のいずれにも区分されない地域 

   国土利用に関する浜松市の計画及び静岡県土地利用基本計画の趣旨に沿った土地利用事業

以外の土地利用事業の施行は、原則として認めないものとする。 

２ 国土利用に関する浜松市の計画及び静岡県土地利用基本計画の趣旨に沿った土地利用事業以

外の施行は、原則として認めないものとする。 

３ 施行区域には、次に掲げる区域を含まないこと。 

 (1) 農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）に基づく農用地区域。た

だし、農用地区域内における産業廃棄物の最終処分等を目的とする土地利用事業で、おおむ

ね２年以内に農地に復元できるものは除く。 

 (2) 自然公園の特別保護地区及び第１種特別地域。ただし、第１種特別地域における土地利

用事業で、公園事業、学術研究その他公益上必要と認められるもの（風致景観に著しい支障

がある場合を除く。）にあっては、この限りでない。 

 (3) 自然環境保全法（昭和４７年法律第８５号）に基づく原生自然環境保全地域 

 (4) 静岡県自然環境保全条例（昭和４８年条例第９号）に基づく特別地区 

 (5) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８号）に基づく特別保護

地区 

 (6) 文化財保護法（昭和２５年法律２１４号）及び静岡県文化財保護条例（昭和３６年静岡

県条例第２３号）に基づく文化財等の指定地域。ただし、風致景観に著しい影響を与えない

事業、公益上必要な事業及び保存管理計画に沿って認められる事業にあっては、この限りで

ない。 

 (7) 海岸法（昭和３１年法律第１０１号）に基づく海岸保全区域。ただし、海岸保全上支障が

ないと認められる区域にあっては、この限りでない。 

４ 施行区域内には、原則として次に掲げる地域を含まないこと。 

 (1) 土地改良事業、開拓事業等の農業に対する公共投資の対象となった農地（採草放牧地を

含む。）、集団的に存在している農地及び農業生産力の高い農地。ただし、当該事業の工事完

了公告のあった年度から、８年を経過したものは除く。 

 (2) 林道の利用区域、造林、間伐その他林業関係の公共投資が行われた森林 

 (3) 公有林 

 (4) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５７号）に基づく急傾
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斜地崩壊危険区域 

 (5) 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）に基づく災害危険区域 

 (6) 森林施業計画が認定されている森林 

 (7) 地すべり等防止法に基づく地すべり防止区域の森林 

 (8) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に関する法律（平成１

２年法律第５７号）に基づく土砂災害特別警戒地区 

５ 水道（簡易水道）等の水源に影響を及ぼす恐れのある地域の土地利用事業の施行は、原則と

して認めない。 

６ 施行区域内の民有地については、当該土地利用事業の施行又は工事の実施の妨げとなる権利

を有する者の相当数の同意を得ていること。ただし、工事に着手する場合は全員の同意を得る

こととする。 

７ マリーナ建設事業にあっては、上記に掲げる区域のほか次に掲げる区域に立地するものでな

いこと。 

 (1) 漁港漁場整備法（昭和２５年法律第１３７号）第６条第１項から第４項までの規定により

指定された漁港の区域のうち漁船の利用又は漁港機能の保持に支障があると認められる区

域 

 (2) 河川法（昭和３９年法律第１６７号）第６条第１項の河川区域のうち治水上支障があると

認められる区域 

 (3) 湾岸法（昭和２５年法律第２１８号）第２条第３項の湾岸区域のうち湾岸機能の保持に支

障のあると認められる区域 

 (4) 水産資源保護法（昭和２６年法律第３１３号）第１４条の規定により指定された保護水面

の区域 

 (5) 常時船舶の航路として使用されている区域及び当該区域に隣接する区域で、海上交通の安

全上支障があると認められる区域 

 (6) 風向、波高等の自然条件によりプレジャーボートの転覆その他の事故の発生のおそれがあ

る区域 

 (7) 既存の海水浴場その他の施設の利用又は公有水面埋立事業の施行に支障があると認めら

れる区域 

８ 静岡県マリーナ建設事業に関する指導要綱のマリーナ建設事業に関する基準に整合すること。 

 

 


